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【公開番号】特開2017-188951(P2017-188951A)
【公開日】平成29年10月12日(2017.10.12)
【年通号数】公開・登録公報2017-039
【出願番号】特願2017-122470(P2017-122470)
【国際特許分類】
   Ｈ０４Ｗ  92/18     (2009.01)
   Ｈ０４Ｗ  84/12     (2009.01)
【ＦＩ】
   Ｈ０４Ｗ   92/18     　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成30年4月10日(2018.4.10)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部装置とダイレクト無線通信を実行する通信装置であって、
　前記ダイレクト無線通信に使用される複数のＳＳＩＤを、複数のユーザの識別情報のそ
れぞれに対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記通信装置のユーザを特定する特定手段と、
　前記特定手段によって特定された前記ユーザの識別情報に対応付けて記憶されたＳＳＩ
Ｄを、前記記憶手段に記憶された前記複数のＳＳＩＤから選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された前記ＳＳＩＤを使用して前記ダイレクト無線通信を実
行する無線通信手段と、
を備えることを特徴とする通信装置。
【請求項２】
　前記特定手段によって特定された前記ユーザの識別情報に対応付けて記憶されたＳＳＩ
Ｄは、前記特定手段によって特定された前記ユーザによって編集可能であることを特徴と
する請求項１に記載の通信装置。
【請求項３】
　前記特定手段によって特定された前記ユーザのＳＳＩＤを生成する生成手段を更に備え
、
　前記記憶手段は、前記特定手段によって特定された前記ユーザの識別情報と、前記生成
手段によって生成された前記ＳＳＩＤとを対応付けて記憶することを特徴とする請求項１
又は２に記載の通信装置。
【請求項４】
　前記特定手段によって特定された前記ユーザに対応するＳＳＩＤが前記記憶手段に記憶
されていない場合に、前記生成手段は、前記ユーザのＳＳＩＤを生成することを特徴とす
る請求項３に記載の通信装置。
【請求項５】
　前記生成手段は、少なくとも前記特定手段によって特定された前記ユーザの識別情報に
基づいて、前記ＳＳＩＤを生成することを特徴とする請求項３又は４に記載の通信装置。
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【請求項６】
　前記生成手段は、前記特定手段によって特定された前記ユーザの識別情報と、所定の文
字列とに基づいて前記ＳＳＩＤを生成することを特徴とする請求項５に記載の通信装置。
【請求項７】
　前記所定の文字列は、ドメイン名を含むことを特徴とする請求項６に記載の通信装置。
【請求項８】
　ユーザにより操作される操作手段をさらに備え、
　前記特定手段は、前記操作手段を介して受け付けたユーザの識別情報に基づいて前記通
信装置のユーザを特定することを特徴とする請求項１乃至７のいずれか１項に記載の通信
装置。
【請求項９】
　カードから情報を取得する取得手段をさらに備え、
　前記特定手段は、前記取得手段によって取得された情報に基づいて前記通信装置のユー
ザを特定することを特徴とする請求項１乃至８のいずれか１項に記載の通信装置。
【請求項１０】
　原稿を読み取る読取手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至９のいずれか１
項に記載の通信装置。
【請求項１１】
　画像を印刷する印刷手段をさらに備えることを特徴とする請求項１乃至１０のいずれか
１項に記載の通信装置。
【請求項１２】
　外部装置とダイレクト無線通信を実行する通信装置を制御する制御方法であって、
　前記ダイレクト無線通信に使用される複数のＳＳＩＤを、複数のユーザの識別情報のそ
れぞれに対応付けて記憶部に記憶する記憶工程と、
　前記通信装置のユーザを特定する特定工程と、
　前記特定工程で特定された前記ユーザの識別情報に対応付けて記憶されたＳＳＩＤを、
前記記憶部に記憶されたＳＳＩＤから選択する選択工程と、
　前記選択工程で選択された前記ＳＳＩＤを使用して前記ダイレクト無線通信を実行する
無線通信工程と、
を備えることを特徴とする通信装置の制御方法。
【請求項１３】
　請求項１２に記載の通信装置の制御方法の各工程をコンピュータに実行させるためのプ
ログラム。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００６
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００６】
　本発明の特徴は、通信装置のユーザに対応するＳＳＩＤを取得し、そのＳＳＩＤを使用
してダイレクト無線通信を実行する技術を提供することにある。
【手続補正３】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００７
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００７】
　上記目的を達成するために本発明の一態様に係る通信装置は以下のような構成を備える
。即ち、
　外部装置とダイレクト無線通信を実行する通信装置であって、
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　前記ダイレクト無線通信に使用される複数のＳＳＩＤを、複数のユーザの識別情報のそ
れぞれに対応付けて記憶する記憶手段と、
　前記通信装置のユーザを特定する特定手段と、
　前記特定手段によって特定された前記ユーザの識別情報に対応付けて記憶されたＳＳＩ
Ｄを、前記記憶手段に記憶された前記複数のＳＳＩＤから選択する選択手段と、
　前記選択手段によって選択された前記ＳＳＩＤを使用して前記ダイレクト無線通信を実
行する無線通信手段と、を備えることを特徴とする。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０００８】
　本発明によれば、通信装置のユーザに対応するＳＳＩＤを取得し、そのＳＳＩＤを使用
してダイレクト無線通信を実行できる効果がある。
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